
分譲マンションでは、修繕積立金を管費と共に

徴収するのは一般的です。しかし、賃貸住宅の大

家さんが修繕積立金として、毎年経費算入するこ

とはできません。

特例として、分譲マンションを購入して賃貸と

して貸している家主さんには、修繕積立金の支払

がマンション標準管理規約に沿った適正な管理規

約に従い 支払義務を負 い、将来的に返還されない

ものについては支払期日の属する年分の必要経費

に算入して よいことになっています。

賃貸住宅で賃料に管理費を加えることは問題な

いですが、修繕積立金を加えることはできません

ので、必要なら賃料に加算することになります。

賃貸住宅経営で賃貸住宅のライフサイクルコス

トとして、長期修繕計画の目安が国交省から出さ

れ(下図)３０年で割ると、戸当たり5.9万円です。

賃貸建物では修繕費は必ず必要ですが、日本賃

貸住宅管理協会『賃貸住宅版長期修繕計画案作成

マニュアル2014年』によれば次のようです。

この金額は、国土交通省データとほぼ同じとな

り、年間１住戸当たり6～8万円は必要なことが

分かります。工事費から考えると、工事費の0.6

～0.8％が目安です。一方、計画的に大規模修繕

を実施しているオーナーは2割位しかいないとい

われます。その数少ないオーナーの資金調達は下

図のようなアンケート結果となっています。 

修繕費は税法で、費用の全てが経費算入できる

とは限りません。工事費用は下表に従い経費算入

と減価償却部分に分けなければならないのです。

大きな工事は減価償却しなければなりませんで

したが、賃貸住宅の大規模修繕積立金の損金算入

制度が本年11月に実現しました。先ずは「全国

賃貸住宅修繕共済協同組合」に積み立てるのです

が、全額経費算入になる事が可能になります。
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ユニ総合計画の

「賃貸住宅にも経費算入できる修繕積立金が可能に！」


